
 

 

日進市都市公園条例の一部を改正する条例（案） 
 

 

１ 理由 

（１） 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、改正するものであります。 

（２） これまで管理者の判断で禁止していた行為について、その根拠を明確に定めること

等により、公園の適正利用に努めるために、改正するものであります。 

 

 

○都市緑地法等の一部を改正する法律の概要（出典：国土交通省ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２ 条例（案）の基本的な考え方 

 

●（１）の理由における改正について 

 

（１） －１ 市内に市民緑地がある場合の都市公園の設置基準を定めるための改正 

都市公園法施行令（改正後） 現在の日進市都市公園条例 

(住民 1 人当たりの都市公園の敷地面積の標

準) 

第 1条の 2 一の市町村(特別区を含む。以下

同じ。)の区域内の都市公園の住民一人当た

りの敷地面積の標準は、10平方メートル（当

該市町村の区域内に都市緑地法（昭和 48年

法律第 72 号）第 55 条第 1 項若しくは第 2

項の規定による市民緑地契約又は同法第 63 

 条に規定する認定計画に係る市民緑地（以

下この条において単に「市民緑地」という。）

が存するときは、10 平方メートルから当該

市民緑地の住民 1 人当たりの敷地面積を控

除して得た面積）以上とし、当該市町村の 

 市街地の都市公園の当該市街地の住民 1 人

当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル

（当該市街地に市民緑地が存するときは、5

平方メートルから当該市民緑地の当該市街

地の住民 1 人当たりの敷地面積を控除して

得た面積）以上とする。 

(住民 1 人当たりの都市公園の敷地面積の標

準) 

第 2 条 市の区域内の都市公園の住民 1 人当

たりの敷地面積の標準は、10 平方メートル

以上とし、市街地の都市公園の当該市街地

の住民 1人当たりの敷地面積の標準は、5平

方メートル以上とする。 

【参考】都市公園法第 3条第 1項 

（公園の設置基準） 

第 3 条 地方公共団体が都市公園を設置する

場合においては、政令で定める都市公園の

配置及び規模に関する技術基準を参酌して

条例で定める基準に適合するように行うも

のとする。 

 

・ 都市公園法施行令第 1条の 2は、改正により赤字の箇所の規定が追加されました。 

・ 都市公園法施行令第 1条の 2は、都市公園法第 3条第 1項に規定する都市公園の設置基準

の参酌基準に該当します。 

・ 都市公園法第 3条第 1項の規定から、日進市都市公園条例第 2条第 1項を規定しています

が、都市公園条例第 2条第 1項の規定は、都市公園法施行令第 1条の 2の規定内容と同様

の規定内容としていることから、次の考え方で改正します。 

 

 

◎改正（案）の考え方 
 

日進市都市公園条例第 2条の規定に、改正された都市公園法施行令第 1条の 2の赤字の箇

所の内容と同じ規定を追加します。 

 



 

 

（１）－２ 運動施設の都市公園に対する敷地面積の割合を条例化するための改正 

都市公園法施行令（改正後） 現在の日進市都市公園条例 

（公園施設に関する制限等） 

第 8 条 一の都市公園に設ける運動施設の敷

地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に

対する割合は、 100分の 50を参酌して当

該都市公園を設置する地方公共団体の条例

で定める割合（国の設置に係る都市公園に

あつては、100 分の 50）を超えてはならな

い。 

規定なし 

 

（理由） 

 改正前の施行令において、基準が定められ

ていたため、条例で規定する必要がなかった。 

【参考】 都市公園法施行令（改正前） 

（公園施設に関する制限等） 

第 8 条 一の都市公園に設ける運動施設の敷

地面積の総計は、当該都市公園の敷地面積

の 100分の 50をこえてはならない。 

 

・都市公園法施行令第 8条第 1項の改正により、地方公共団体は、100分の 50という基準を

参酌し、地域の実情に応じて条例で運動施設率を定めることになりました。 

・そのため、次の考え方で改正します。 

 

 

◎改正（案）の考え方 
 

都市公園法施行令第 8条第 1項の改正前の規定や改正後の参酌基準を踏まえ、100分の 50

として定める規定を追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

●（２）の理由における改正について 

広報にっしん２０１７年９月号－抜粋－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・広報にっしんの記事のとおり、公園や広場は、その地域にお住まいの皆さんが、お互いに譲

り合いながら、気軽にご利用いただくことを前提とした公共施設であります。 

・そのため、スポーツ教室など公園の一部又は全部を独占した利用やロケット花火・打ち上げ

花火・爆竹花火等の公園利用者や近隣にお住まいになる皆様等に迷惑となる行為・危険を及

ぼすおそれのある行為・管理に支障のある行為については、管理者の判断で禁止行為として

いました。 

・これらの禁止行為に関する根拠を明確にする規定を定めることや、公園での許可行為におい

て許可を受けずに利用している者に対し、退去できる規定を定めることは、公園を適正に利

用していただくために必要であります。 

・そのため、次の考え方で改正します。 

 

 

◎改正（案）の考え方 

 

・行為の禁止として、公園利用者や近隣にお住まいになる皆様等に迷惑となる行為・危険を

及ぼすおそれのある行為・管理に支障のある行為を定める規定を追加します。 

・公園での許可行為において許可を受けずに利用している者に対し、公園からの退去を命ず

ることができる規定等を追加します。 

 

 

３ 条例の施行期日 

 平成３０年４月１日 


